
鷹栖町雇用促進家賃助成金について 
鷹栖町では、町内企業の人材確保と雇用の促進を図ることを目的に、町内の企業に新たに雇用され、町内

の賃貸住宅に居住する就業者を対象に、家賃の一部を助成します。 

助成対象者  ※すべて該当となる方 

①町内企業で新たに雇用（勤務場所が町内に限る）され、雇用契約日において、町内の賃貸住宅に居住

し、自ら家賃を支払っている方（６箇月以内に本町に転入された方も可） 

②雇用される企業において、雇用契約日前３年以内に常用雇用されていない方 

③町税等に滞納がない方 

対象となる企業 

中小企業、中小企業団体（農協等）、社会福祉法人、学校法人、ＮＰＯ法人 

助成金額及び助成期間 

助成金額 家賃のうち、事業主から支給される住宅手当を差し引いた、本人負担額の２分の１ 

（月額上限２０,０００円） 

助成期間 ３年間（３６月） 

※申請書等の様式については、鷹栖町のホームページでダウンロードできます。 

助成金交付までの流れ 

申請者 鷹栖町役場 

①助成金認定申請書（別記様式第１号）の提出 

※単年度認定のため、毎年申請が必要 

（添付書類） 

□雇用契約書又は、採用通知書の写し 

□雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

□社会保険等の被保険者証の写し 

□賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 

 

④助成金認定結果通知書 

⑤助成金申請書（別記様式第３号）提出 

※4 月～９月分は９月末までに提出 

※10 月～３月分は３月末までに提出 

（添付書類） 

□雇用及び住宅手当支給証明書（別記様式第４号） 

□賃貸住宅の家賃を支払ったことが明らかにできる書類 

□町税等納付状況調査同意書 

⑧助成金の受取り 

②助成金認定申請書類受付 

 

 

 

   審査 

 

 

 

③助成金認定の可否決定 

⑥申請書受理 

 

 

   審査 

 

 

 

⑦助成金決定通知書及び助成金の交付 

※4～9 月分、10～3 月分の２回に分けて交付 

鷹栖町役場 産業振興課 商工観光係 

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南１条３丁目５番１号 

TEL  0166-87-2111（内線 252・257）  Mail  sangyou3@town.takasu.lg.jp 


